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吹田市感染症予防計画 対照表 

    は変更箇所 

改正前 改正後 

第 1章 感染症予防計画とは 

１ 感染症予防計画の法的な位置づけ 

（１） 目的 

令和元年 12月に発生した新型コロナウイルス感染症（以下「新型コ

ロナ」という。）への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を

与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるために、令和４年１

２月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成１０年法律第１０４号。以下「感染症法」という。）が改正された。 

－  略  － 

（２） －  略  － 
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( 2 ) 

改正前 改正後 

 ＜図１ 保健・医療分野（感染症関連）における各計画の体系図 

（３） －  略  － 

 

２ 感染症の予防の推進の基本的な方向 

（１） －  略  － 

（２） 市民一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対

策  

－  略  － 

また、市は、市民一人ひとりにおける予防を強化し、社会全体の予防を

推進するため、感染症に関する知識の普及啓発を促進するとともに、感染

＜図１ 保健・医療分野（感染症関連）における各計画の体系図＞ 

（３） －  略  － 

 

２ 感染症の予防の推進の基本的な方向 

（１） －  略  － 

（２） 市民一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対

策  

－  略  － 

また、市は、市民一人ひとりにおける予防を強化し、社会全体の予防を

推進するため、感染症に関する正しい知識の普及啓発を促進するととも



( 3 ) 

改正前 改正後 

症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供を通じた早期治療の積み

重ねを実現するために、医療提供体制の充実を図る。 

（３） 人権の尊重 

－  略  － 

また、市は、感染症に関する差別や偏見の解消のため、報道機関に協

力を求めることを含め、あらゆる機会を通じて感染症に関する正しい知識

の普及啓発に努める。 

 

 

 

第２章 感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策 

１ 感染症の発生の予防のための施策 

（１） －  略  － 

（２） 予防接種 

予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感

染症予防対策の中で、主として感受性対策として重要である。そのため、

市は、ワクチンに関する正しい知識の普及を進め、医師会等の関係団体と

の連携の下に、適正かつ効率的な予防接種の実施及び健康被害の救済

を行うとともに、市民に対し予防接種を受けられる場所、機関等の情報を

積極的に提供する。 

（３）  －  略  － 
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第２章 感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策 

１ 感染症の発生の予防のための施策 

（１）  －  略  － 

（２） 予防接種 

予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感

染症予防対策の中で、主として感受性対策として重要である。そのため、

市は、ワクチンに関する正しい知識の普及を進める。また、予防接種法に

基づく予防接種については、医師会等の関係団体との連携の下に、適正
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（３）  －  略  － 

 

 

 


